
 

 

 

  

発行：京都市 環境政策局 循環型社会推進部 資源循環推進課 

TEL：075-222-3946 FAX：075-213-0453 

令和５年２月 京都市印刷物 第 044680 号 

令和５年４月から 
プラスチック製品の分別回収が 

スタートします。 

この印刷物が不要になれば、
「雑がみ」として古紙回収へ 

市民しんぶん区版（令和５年３月１５日号）挟み込みでもお知らせします。



 

 

 

● 電池・電気で動く製品は、拠点回収になります。電池を取り外した場合も同様です。 

● ごみ袋が縛れる大きさのもの(→目安として最⾧部が50㎝未満のもの)が対象です。 

● 大きさにかかわらず、大型ごみとなる品目（ポリタンク、クーラーボックスなど）があります。 

● 食品汚れや土砂汚れなどは軽く水洗いするなどして、汚れを取り除いてください。 

  汚れがひどくて取れないものは、燃やすごみで出してください。 


